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回収プルトニウムの移転に関する炉規法上の整理

六⼗⼀条 核燃料物質は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、⼜は譲り受けてはな
らない。ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、⼜
は国からその核燃料物質を譲り受ける場合は、この限りでない。

九 製錬事業者、加⼯事業者、試験研究⽤等原⼦炉設置者、発電⽤原⼦炉設置者、再処理事業
者、使⽤者⼜は国際規制物資使⽤者が核燃料物質を輸出し、⼜は輸⼊する場合

（譲渡し及び譲受けの制限）

仏国オラノ・リサイクル社に対する譲渡しの⾏為は、核燃料物質の輸出に
該当するため、核原料物質、核燃料物質及び原⼦炉の規制に関する法
律の第６１条（ 「譲渡し及び譲受けの制限」）の九号に該当し、譲渡し
の制限の対象外となる。



⼆国間原⼦⼒協定上の⼿続きについて

ふげん燃料に含まれる核燃料物質の供給当事国

⼆国間原⼦⼒協定に基づく政府間の核物質移転に関
する⼿続きが必要と認識している。
→ふげんの使⽤済燃料には、国籍があり、⽇本から仏国

への核物質の移転に際して、各国の合意を得る必要があ
る。

例えば、⽇英原⼦⼒協⼒協定において、以下の条⽂が
ある。

第6条第2項（管轄外移転）
次に掲げるものは、〜 供給締約国政府の⽂書に よる

事前の同意がある場合を除くほか、受領締約国政府の管
轄の外（供給 締約国政府の管轄内を除く。）に移転さ
れ⼜は再移転されない。

(a) 濃縮、再処理⼜は重⽔⽣産のための設備であって
この協定に基づいて移 転されたもの
(b) この協定に基づいて移転された同位元素ウラン２３

３若しくは２３５の ２０パーセント以上の濃縮ウラン⼜
はプルトニウム

各国の⼝上書の合意については、2022年8⽉に規制庁
保障措置室経由で外務省に依頼中。



輸出許可の⼿続きについて（1/3）
外国為替及び外国貿易法
（輸出の許可等）
第四⼗⼋条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定
の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業
⼤⾂の許可を受けなければならない
２ 経済産業⼤⾂は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種
類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところに
より、許可を受ける義務を課することができる。

⼆国間協定上の⼿続き終了後（各国の合意後）、⼿続きを開始する。

貿易管理令
（輸出の許可）
第⼀条 外国為替及び外国貿易法（昭和⼆⼗四年法律第⼆百⼆⼗⼋号。以下「法」という。）第四
⼗⼋条第⼀項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第
⼀中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。

（輸出の承認）
第⼆条 次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める⼿続に従
い、経済産業⼤⾂の承認を受けなければならない。
⼀ 別表第⼆中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出



輸出許可の⼿続きについて（2/3）

地域貨物
全地域〜省略〜⼀

全地域次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
（⼀） 核燃料物質⼜は核原料物質
（⼆） 原⼦炉若しくはその部分品若しくは附属装置⼜は原⼦炉⽤に設
計した発電若しくは推進のための装置
（三） 重⽔素⼜は重⽔素化合物
（四） ⼈造⿊鉛（四の項の中欄に掲げるものを除く。）
（五） 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離⽤若し
くは再⽣⽤に設計した装置⼜はその部分品若しくは制御装置
（六） リチウムの同位元素の分離⽤の装置⼜は核燃料物質の成型加
⼯⽤の装置
（七） ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離⽤の装置若しくはその
附属装置⼜はこれらの部分品（（三⼗⼀）に掲げるものを除く。）

〜以下、省略〜

⼆

全地域〜省略〜三
〜⼀六

別表第⼀（第⼀条、第四条関係）



輸出許可の⼿続きについて（3/3）

地域貨物
全地域〜省略〜⼀

〜⼀九
全地域核原料物質及び核燃料物質（使⽤済燃料（核原料物質、核燃料物

質及び原⼦炉の規制に関する法律（昭和三⼗⼆年法律第百六⼗六
号）第⼆条第⼗項に規定する使⽤済燃料をいう。以下同じ。）を含む。
以下同じ。）

⼆〇

全地域〜省略〜⼆⼀
〜四五

別表第⼆（第⼆条、第四条、第⼗⼆条）



使⽤済燃料搬出に向けた対応

2029202820272026202520242023202220212020201920182017年
度

 廃⽌措置計画に基づき、2026年夏頃までの使⽤済燃料搬出完了に向けて準備を進めています。
仏国オラノ・リサイクル社との間で使⽤済燃料の輸送や再処理の実施に関する契約を2022年6⽉
24⽇に締結しました。

引き続き輸送容器の製造、国内搬⼊に向けた準備作業や、輸送容器を取り扱うための施設の整備を進めています。
オラノ社にて製造中の輸送容器について、構成部品の⼀部の⼨法を変更し、⽇仏の許認可⼿続きを⾏う必要が⽣じた
ことを受け、輸送時に使⽤する仏国側の港の利⽤可能時期、搬出計画中の他の⼯程への⽔平展開による検証状況も
勘案しながら、搬出計画の⾒直しに向けた検討・協議を進めています。（2023年内に取りまとめ）

☆契約締結（IC1）
（仏国 オラノ・サイクル社）

原⼦炉周辺設備解体撤去期間
重⽔系・ヘリウム系等の
汚染の除去期間

原子炉冷却系統施設・計測制御系統施設等の解体

現時点▼

☆契約締結（IC2）
（仏国 オラノ・リサイクル社）

【現⾏の搬出計画】

【輸送容器概念図】

見直し中

2023年度
搬出開始

2026年夏頃
搬出終了

使用済燃料搬出

燃料収納

輸送容器取扱確認
輸送容器 スペック

約 6.8m輸送容器全⻑

約 2.2m輸送容器直径

約 80トン燃料収納時の重量

32体燃料収納体数

輸送容器製造（6基、許認可含む）、受⼊れ先施設改造等



放射性廃棄物返還時期

2042年3⽉31⽇廃棄物返還期限

⼀般に使⽤済燃料の再処理では、使⽤済燃料から有⽤物質を除いた残存物を固型化した⾼レベル
放射性廃棄物（ガラス固化体）、及び使⽤済燃料、分離有⽤物質⼜は残存物によって汚染された
物（被覆管等の⾦属）を固型化した地層処分相当低レベル放射性廃棄物が発⽣する。

⽇本国政府とフランス共和国政府との間の使⽤済燃料の輸送及び再処理、放射性廃棄物の返還
等に関する書簡において、廃棄物返還期限は以下のように明記されている。



仏国再処理施設の概要
オラノ社_ラ・アーグ施設

オラノ社の核燃料再処理⼯場である。フランス電⼒庁（EDF）が展開した動⼒炉（⿊鉛減速ガス冷却
炉）の⾦属ウラン燃料を再処理するため、ラ・アーグにUP2を建設、1966年に運転を開始した。
同サイトに1982年からUP3（800トン/年）の建設を始め、1990年に全⾯運転を開始した。
また、1994年9⽉、UP2に新前処理施設等を付加し 、UP2-800（800トン/年）の操業を開始した。
2003年1⽉にはUP2-800およびUP3のそれぞれの再処理能⼒を1,000トンU/年に引き上げた。UP2
およびUP3を合わせた2002年までの累積再処理量は約1万8,000トンに達する。
なお、ふげん使⽤済燃料は、UP2-800施設にて処理を予定。

UP2-800

【出典︓ATOMICA】



プルトニウムの所有権の移転

所有権の譲渡

ラ・アーグ施設の再処理プロセス

受⼊・貯蔵 せん断・溶解 分離⼯程

硝酸ウランの精製と発送

プルトニウムの精製と発送

ガラス固化残滓の梱包

プルトニウムの所有権は、再処理完了後すぐに譲渡することになっている。分離⼯
程終了後の硝酸プルトニウム溶液を分析・回収し、プルトニウム量を確定する。



東海再処理施設の再処理事業指定の変更について

ふげん使⽤済燃料の搬出に係る東海再処理施設の再処理事業指定申請書の変更は、以下
の考えから不要と判断した。

１．東海再処理施設におけるふげん使⽤済燃料の位置づけ
・貯蔵中のふげん使⽤済燃料は、ふげんから搬⼊されたものの、まだ再処理されておらず、ふげん
の原⼦炉設置許可申請書の「8.使⽤済燃料の処分の⽅法」が完了していない状態。
・このため、東海再処理施設のふげん使⽤済燃料は、ふげんの原⼦炉設置許可申請書の「8.
使⽤済燃料の処分の⽅法」が引き続き適⽤されることから、これに従う。

２．ふげん使⽤済燃料の搬出に係る取り扱い
・東海再処理施設に貯蔵中のふげん使⽤済燃料の海外への搬出に関しては、再処理事業に
係る業務ではなく、ふげんの設置許可のもと受け⼊れた使⽤済燃料を再処理せずに移動する
ものである。
・このため、再処理事業指定申請書の変更（搬出の記載追加）は不要と考える。
・ただし、ふげん使⽤済燃料を施設外に搬出するため、搬出業務に係る東海再処理施設の保
安規定の変更を⾏う。
・なお、東海再処理施設の廃⽌措置計画は、既にふげん使⽤済燃料の搬出⽅法及び安全対
策について変更の認可（R4.12.22 原規規発第2212222号）を受けており、必要に応じ
て所要の変更を⾏う。



ふげん使⽤済燃料搬出に係る許認可申請予定について

【再処理廃⽌措置技術開発センター】
ふげん使⽤済燃料搬出に向けて、使⽤済燃料搬出に係る業務について保安規定に規定してい
ないため、以下の変更を⾏う。

変更時期︓実輸送容器を⽤いた搬出⼊訓練開始前
変更概要︓
・使⽤済燃料の搬出に係る業務※の追記
・使⽤済燃料搬出における遵守事項の追記

※ 使⽤済燃料の輸送容器への装荷、搬出時の検査、再処理施設からの搬出等

【再処理廃⽌措置技術開発センター、新型転換炉原型炉ふげん】
ふげん使⽤済燃料の搬出計画（スケジュール）を年内に⾒直し予定であり、必要に応じて、燃
料搬出期間に係る廃⽌措置計画の変更を⾏う。


